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２．森林整備事業請負契約書（案）

３．参考資料

奈良森林管理事務所

伯母子国有林外森林整備事業（保護）

閲　覧　図　書











〔注〕

別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるものは×印。）

※　国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

分の　　　　　以内

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第４０条

× 第３８条

　ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業
内訳書のとおり

￥．－

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費
税」という。）額￥．－）

「取引に係る消費税額」は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並
びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出
したもので、請負金額に１０／１１０を乗じて得た額である。
（  ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６. 選 択 条 項

事 業 量

４. 事 業 期 間

５. 請 負 金 額

伯母子国有林外森林整備事業（保護）

別紙位置図のとおり

別紙可分事業内訳書のとおり

契約締結日の翌日から

令和　８年　９月３０日

森林整備事業請負契約書（案）

収入印紙

要割印

１. 事 業 名

適用削除の区分 選　択　事　項 選択条項

× 契約保証金の納付 第４条第１項第１号

契約保証金の納付に代わる担保となる有
価証券等の提供

第４条第１項第２号×

× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

× 公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号

× 履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

× 支給材料及び貸与品 第１５条

× 第３５条第１項

× 第３５条第４項

前金払 分の　　　　　以内

中間前金払

部分払

２. 事 業 場 所

３.



請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。

伐倒木の持ち出しは禁止する。

使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。

暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり。

発　注　者 （住 所） 奈良県奈良市赤膚町1143-20

（氏 名） 分任支出負担行為担当官

近畿中国森林管理局

奈良森林管理事務所長　川上　吉伸

請　負　者 （住 所）

（氏 名）

上記の作業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に
基づいて、本契約書及び令和８年３月４日付けで交付した国有林野事業造林事
業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを
履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事
業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

７. 特 約 事 項

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有
する。

令和   年　  月　　日

（１）

（２）

（３）

（４）

















































（別紙）契約情報の公表様式

令和８年度　請負事業の契約条件等

傾斜及び
植生量

作業手段
人員輸送距離
（往復・km）

通勤時間
（往復・分）

通勤起点

伯母子 819 は 16 中／易 60.2 270 野迫川村役場

伯母子 822 は 10 易／易 60.2 192 野迫川村役場

伯母子 823 は 7 易／易 60.2 135 野迫川村役場

伯母子 824 は 6 易／易 60.2 103 野迫川村役場

伯母子 825 は 13 易／易 60.2 139 野迫川村役場

伯母子 829 は 2 中／易 57.2 135 野迫川村役場

伯母子 830 は 21 中／易 57.2 98 野迫川村役場

小計 75

高取山 47 に 21 中／中 22.0 45 高取町役場

高取山 49 は 2 中／中 25.8 66 高取町役場

高取山 49 に 3 中／中 25.8 67 高取町役場

高取山 51 は1 19 中／中 12.8 34 高取町役場

高取山 51 は3 10 中／中 25.8 84 高取町役場

高取山 58 ほ 6 中／中 25.8 52 高取町役場

小計 61

合計 136

林小班
実行数量
（本）

作業期間

契約締結日の翌日
～

令和８年５月３１日

カシノナガキクイムシ駆除
（立木くん蒸処理）

機械
（人力併用）

林分条件 作業条件
作業種 国有林

機械
（人力併用）



（別紙）契約情報の公表様式

令和８年度　請負事業の契約条件等

傾斜及び
植生量

作業手段
人員輸送距離
（往復・km）

通勤時間
（往復・分）

通勤起点

伯母子 819 は 41 中／易 60.2 270 野迫川村役場

伯母子 822 は 27 易／易 60.2 192 野迫川村役場

伯母子 823 は 42 易／易 60.2 135 野迫川村役場

伯母子 824 は 12 易／易 60.2 103 野迫川村役場

伯母子 825 は 13 易／易 60.2 139 野迫川村役場

伯母子 829 は 2 中／易 57.2 135 野迫川村役場

伯母子 830 は 21 中／易 57.2 98 野迫川村役場

小計 158

高取山 47 に 31 中／中 22.0 45 高取町役場

高取山 49 は 2 中／中 25.8 66 高取町役場

高取山 49 に 3 中／中 25.8 67 高取町役場

高取山 51 は1 21 中／中 12.8 34 高取町役場

高取山 51 は3 10 中／中 25.8 84 高取町役場

高取山 58 ほ 7 中／中 25.8 52 高取町役場

小計 74

合計 232

林分条件 作業条件

カシノナガキクイムシ駆除
（伐倒処理）

契約締結日の翌日
～

令和８年９月３０日

機械
（人力併用）

機械
（人力併用）

作業種 国有林 林小班
実行数量
（本）

作業期間












